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◎若年認知症とは
65歳未満で発症した認知症のことです。
若くて働き盛りの方が認知症を発症することもあり

経済的な問題や就労、家庭への影響も大きくなること
が考えられます。

★認知症について知りたい方必見。
無料でわかりやすく専門医師が説明します。

若年性認知症を含む認知症に関する

企業向け出前研修の実施について

★研修の申し込みは、
１か所あたり、１０名以
上の受講者の参加をお願
いします。
（従業員の家族の方や取引
先の従業員の方などの参
加も可能です）

申し込み等、詳しくは
別紙をご覧ください。

高齢化に伴い、親の介護等で認知症の人に接する機会も稀で
はなく、さらに、介護離職という新たな課題があるなか、職場
において認知症に関する理解を深めることは、職場環境の改善
につながる一つの機会ともなります。

第61号
(令和６年７月)


